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お詫びと訂正 

 

本書におきまして、以下の誤りがございました。読者の皆さまにはお詫び申し上げますとと

もに、次のとおり訂正いたします。 
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版数 訂正箇所 誤 正 

第 1 版 

第 1～３刷 

 

p.189  

下から 

11～13行目 

また、第 2 項において、催告

後の解除も、相手方に帰責事

由があり、かつ一定期間それ

が是正されない場合に限定し

ています。 

（この一文を削除してお読み

ください） 

 

以上 


